
アメリカ障害者教育法と障害のある子どもの
教育を受ける権利
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【要 旨】
アメリカ障害者教育法は、障害のある子どもの初等中等教育におけるサービス提

供について充実した内容をもつことで知られている。その障害者教育法について、
その成り立ちや、その法に基づいて、実体面や手続面で争われた判決などを概観
し、障害のある子どもの教育を受ける権利について、障害者教育法下においてどの
ように議論されているかについて見る。そしてそれらから、日本における議論にお
いて示唆を得ることを目指す。
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はじめに

アメリカにおいて、障害のある子どもを対象とした教育について定めている法が、障害者教育
法１である。成立当初は「Education for All Handicapped Children’s Act（EAHCA）」という名
称であったが、１９９０年に改称され、現在は「Individuals with Disabilities Education Act（IDEA）」
という名称になっている２。この法は、障害のある子どもに対する、３歳から２１歳までの時期に
おける初等中等教育について定めた法であり、教育に関するサービス提供について充実した内容
をもつことで知られている３。制定以来５０年近く経つ法であるが、近年においても争われる例は
多く、２０２３年にも連邦最高裁において関連する判決が下されている４。
また、２０１７年には連邦最高裁判所は、障害者教育法に関連して２つの判決を下した。１つは自

閉症のある子どもの教育について、より専門的な学校に通う費用の提供を認めたEndrew F. 判
決５である。もう１つは、障害者教育法に基づいて訴訟を提起する場合、事前に聴聞手続を経な
ければならないとされているところ、障害者教育法と他の法との領域が重複する場合に、障害者
教育法上の聴聞の手続を経ずに訴訟が提起できるか否かについて争われたFry 判決である６。こ
れら２つの判決は、これまで下級審において判断の分かれていた点について、その論争を解決す
べく最高裁が判断を下したものであり、社会的にも注目の大きな判決であった。
本稿は、障害者教育法について、その成り立ちや、その法に基づいて争われた判決などを概観

し、障害のある子どもの教育を受ける権利について、障害者教育法がどのように扱っているかを
見たうえで、日本における議論において示唆を得ることを目指すものである。
以下第Ⅰ章においては、障害者教育法成立と、その背景について概観し、第Ⅱ章では障害者教
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育法の内容を概観する。第Ⅲ章では障害者教育法の求める「無償かつ適切な公教育」について争
われた判例について紹介する。第Ⅳ章では障害者教育法と手続について争われた事件について紹
介し、最後に日本における議論への示唆をもって、論を結びたい。

Ⅰ アメリカ障害者教育法成立とその背景

１ アメリカにおける障害のある人と連邦制の関係
アメリカにおいては、教育一般が州の管轄であり、州の予算によってなされている７。一方

で、連邦による教育に対する関与は、１９３０年代の恐慌期から、州に対する補助金という形態で始
まった８。そして１９６５年に成立した初等中等教育法９（Elementary and Secondary Education Act
以下、ESEA）は、連邦政府が初等中等教育、つまり、公教育に関与する大きな契機を与えた法
であるとされる。当初はESEAの対象に障害のある子どもは含まれておらず、その対象とされ
るのは、後の法改正を待たなければならない。
障害のある人に対する連邦による施策については、これまで長い歴史があり、連邦予算もかな

り早くの段階から支出がなされている。連邦法も傷痍軍人に対するリハビリテーションの提供１０

にルーツをもち、その範囲は限定的なものではあったが、古くから数多く作られている。１９７３年
にはリハビリテーション法（Rehabilitation act）１１の一部として５０４条（Section５０４）が成立した。
Section５０４は、範囲の広い市民権法であり、法の平等保護条項やデュープロセス条項に反さない
ように、教育活動に対しても連邦費用を支出することを求めている１２。当初は限定的な範囲にお
いてスタートした障害のある人に関する法であったが、Section５０４は障害を理由とした一般的な
差別の禁止を求め、範囲が広がった。その中で、教育という領域もその広がった対象に入ってき
たというのが、障害者法の流れと見ることができよう１３。

２ PARC判決とMills 判決
１９７０代前半に障害者教育法制定のきっかけとなった連邦地裁判決が存在する。１９７２年に示され
た PARC判決１４と、Mills 判決１５である１６。
PARC事件は、ペンシルベニア州でそれまで無償の公教育を受けていなかった１７知的障害のあ

る子どもたちを代表して提起された訴訟である。本判決においてペンシルベニア東部地区連邦地
方裁判所は、障害のある子どもを含めて、すべての子どもに対して、州にはその子どもの能力に
対して適切な無償の公教育を提供する、州法上の責任があるということを確認した。そこから裁
判所は、教育や訓練を提供する無償の公的プログラムに対する精神的遅滞（mentally retared）１８

のある子どものアクセスを、ペンシルベニア州は拒否してはならないと結論付けた１９。この中で
は、精神的遅滞がある子どもたちに対する教育について、普通公立学校の教室において学習の場
を提供することが公立の特別学校の教室において提供するよりも好ましいとするなど２０、現在日
本でも議論となっているインクルーシブ教育についての議論を先取りしていると見ることができ
る２１。
Mills 事件は、公立学校への参加を拒否されたり、または参加した後に排除されたりしていた

知的障害をもつ子どもたちが提起した訴訟である。コロンビア特別区連邦地方裁判所は、平等な
教育の重要性を強調し、教育を提供することに関して、「特別な」子どもや障害のある子どもを
普通の子どもと比較してより困難な状況下に置くことは許されないとしている。以上の判断か
ら、裁判所は結論として、原告のような子どもたちに対して、教育サービスを提供することなど
を命じた２２。
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これら２つの判例は、障害者教育法制定に対して大きな影響を与えたとされる２３。PARC,
Mills の両判決が、知的障害のある子どもに対する教育の提供の必要性を明らかにし、その結果
として、判決以降多くの州で障害のある子どもに対する教育に関する立法がなされたが、障害の
ある子どもに対して適切な教育を提供するためには、多額の費用がかかる２４。教育を提供する権
限は、そもそも州がもつものであったのだが、ここで、連邦法による解決がなされるのである２５。

３ １９７５年障害者教育法
連邦政府による障害のある子どもの教育に関する法整備は、前述のESEAにおいて１９６６年に、

障害のある子どもに対する教育に関するプログラムの拡大を促進するTitleⅥ２６を追加したところ
に始まる。そしてこのESEA TitleⅥを置き換える形で、１９７０年に Education of Handicapped
Children Act２７が新たな法として制定される。しかしまだこの時点では、障害のある子どもの教
育にかかる費用についての財源といった問題に対する解決策としては不十分なものだったた
め２８、連邦政府は、連邦による補助の拡大のためのプログラムを企画した。それが、１９７４年 Edu-
cation of Handicapped Amendment２９であった。この法において初めて、本法の下で保障を受け
るすべての障害のある子どもに対して、完全な教育機会を提供することを、各州に対して求める
という内容が含まれることとなった３０。しかし、これら法改正は、十分なものとは評価されてお
らず３１。そのような問題を解決するという立法的意図をもって、１９７５年障害者教育法は制定され
たのである。

Ⅱ 障害者教育法の概要

１ 障害者教育法の目的・定義
１９７５年制定当時の障害者教育法の目的は、①障害のある子どもが、その特有のニーズを満たす
ために構想された特別な教育及び関連サービスを強調した無償で適切な公教育を受けることがで
きるような状態にしておくことを保障すること、②障害のある子ども及びその親又は後見人の権
利が守られることを保障すること、③州及び地方がすべての障害のある子どもの教育のために備
える援助をすること、④障害のある子どもを教育する努力の効果を評価し保障すること、である
とされた３２。
障害者教育法は、３歳から２１歳までの、初等中等教育について定めた法である。現在、障害の

定義については、身体障害や知的障害、そして自閉症や学習障害なども含むものとされてい
る３３。また、障害者教育法は合衆国憲法１条８節に示される支出権限条項に基づくものとされて
いる３４。
障害者教育法によって、特に初等中等教育においては、充実したサービスが提供されていると

評価されている。２０２１―２２年現在公立学校に通う子どもの１５パーセント、約７３０万人が特別教育の
対象になっている。ちなみにそのうち３２パーセントの子どもに、ある種の学習障害があるとされ
る３５。障害者教育法に関連して使われる連邦予算は、２０１９年度の予算で年間約１３４．５億ドルであ
る３６。

２ 障害者教育法が求める教育
障害者教育法は、州が行う障害者の教育に関して、そのための費用を連邦が州に対して援助す

るという法律である。ただし、この連邦による州に対する財政援助には条件があり、法の定める
条件を州の教育の内容が満たしていなければ、援助を受けることはできないとされている３７。州
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としては、連邦から受け取る予算は、教育のためには必須のものであるため、法の定める条件を
守らなければならないことになる。
障害者教育法の条件は以下のようなものである。州は、子どもに公教育を保障するために作ら

れた、方針や手続を示した計画を、連邦教育長官に対して提出しなければならない。そして、そ
れによって州が給付を受けた予算を、各教育委員会等が申請書を提出することによって、受け取
るのである３８。その条件として、無償かつ適切な公教育の提供３９や最も制約の少ない環境での教
育４０、そして個別教育プログラム（Individualized education program: IEP と略される）と呼ば
れるその子ども一人一人のための個別の教育プログラムを作成することが求められ４１、さらに適
正手続の保障が求められている４２。

Ⅲ 障害者教育法と「無償かつ適切な公教育」

障害者教育法に基づいて提供される教育については、「無償かつ適切な公教育（FAPE:Free
Appropriate Public Education）」４３と説明されるが、その具体的な内容については長年議論が続い
ている部分であり、１９８２年に連邦最高裁が扱って以来、その文言の定義について連邦最高裁が直
接判断した例が存在せず、下級審における判例もその扱いについて巡回区によって異なるものが
あるといった状態であった。しかし、２０１７年にはその「無償かつ適切な公教育」の文言の定義に
ついて踏み込む連邦最高裁判決が３５年ぶりに下され、注目を集めた。

１ １Board of Education v. Rowley（１９８２）４４

聴覚障害があるが、平均以上の成績を修めていた当時小学２年生の子どもAmy Rowley が、
手話通訳者を公費で提供することを求めて争った事例である。連邦最高裁は、手話通訳者提供が
なくても「無償かつ適切な公教育」の条件に反しないとした。判決では、①州が、法の要求する
手続に従っていたか否か、そして②IEPが、障害のある子どもが教育的利益を得ることができる
ように合理的に作成されているか否か、の２点が判断の要素であるとされた。教育的利益を得て
いるか否かの判断において、「基礎的な機会（basic floor of opportunity）」を提供することが求
められるとし、本件では、子どもが手話通訳者なしでも、進級をしていることなども判断の要素
としている。そして、障害のある子どもが、ある程度の教育的利益 （some educational benefit）
を提供する教育に、アクセスできるようにすることが立法意図であることを強調した。
障害者教育法下における教育を受ける権利は、Rowley 判決以前には比較的広範に認められて

きたが、本判決によって一定の枠がはめられることとなった。それゆえ本判決に対しては、判決
が下された当時から批判も多い４５。

この後、障害者教育法における、提供すべき教育、「無償かつ適切な公教育」という文言の定
義そのものについて、連邦最高裁が判断した例は、次に紹介する２０１７年 Endrew. F 判決まで現
れなかったため、Rowley 判決は大きな影響を及ぼしていた４６。
一方で連邦最高裁は、直接「無償かつ適切な公教育」の文言の定義について判断された例では

ないが、呼吸器等に障害のある少年に対して、継続的な１対１の看護サービスを提供することを
求めた事例４７において、議会の意図は、全ての資格ある子どもに対して「公教育への扉を開ける
こと」であり、また、「州に対しては、障害のある子どもを、障害のない子どもと可能な限り一
緒に教育することが求められる」として、サービスの提供を認めている。その中では、教育を提
供する際にかかる費用の問題は、判断する際の絶対的な理由としては用いないとの説明がなされ

別府大学紀要 第６５号（２０２４年）

― １８ ―



ている。

２ Endrew F. v. Douglas Cnty. District（２０１７）４８

Endrew F. 判決では、小学校４年生で自閉症のある男の子の教育内容として、Rowley 判決と
は異なり進級が合理的な見通しとならない場合、IEPは進級を目指すものである必要はなく、障
害者教育法は、「無償かつ適切な公教育」について IEPを通じて、特定の子どもの特別なニーズに
合わせて作成されるものであることを求めており、「単に最低限以上のもの（merely more than
de minimis）」の基準以上のもので、子どもがその状況に照らして適切な進歩をすることができる
ように、合理的にカリキュラムが作られた教育プログラムを求めているとしている。そして、進
級していくことが、普通学級の多くの子どもにとって適切に挑戦的（appropriately ambitious）
なものであるように、彼の教育プログラムも、彼の状況に照らして適切に挑戦的でなければなら
ない。目標は異なるかもしれないが、すべての子どもたちは挑戦的な目標を達成する機会をもつ
べきであるとしている４９。
本判決については、特に障害のある子どもの教育についての支援者からは、障害のある子ども

の教育の基準を高めるものだとして、好意的に評価されていた５０。

Ⅳ 障害者教育法と手続

前述のように障害者教育法では適正手続の保障が求められており、「無償かつ適切な公教育」
についての具体的な基準は定められていないが、詳細な手続を定めることによって「適切な公教
育」が保障されるとされている５１。①子どもの教育を提供される場所を変更することに関しての、
親や後見人への告知５２、②「公正な適正手続による聴聞」の権利５３、③学校におけるすべての関
連記録を閲覧する権利、④独立の評価に対する権利５４、⑤最初の適正手続による聴聞が地方教育
委員会によってなされ、それに不服があった場合に、州教育委員会に対して不服請求をする権
利、そして、州教育委員会の判断に不服があった場合に、州や連邦裁判所に提訴をする権利５５、
が保障される。
しかし、その充実した手続がある一方で、行政手続などを経ずに、親が一方的に私立学校に入

学させその費用を学校区に対して求償することができるか否か、また、Section５０４によって救済
を求める場合に障害者教育法上の行政手続を経ずに裁判を提起することができるか否かなど、手
続の部分で争われる事件も多い。

１ Forest Grove School Dist. v. T.A，（２００９）５６

障害者教育法の下では、学校区は障害のある子どもに対して、特別教育と関連サービスを提供
することが求められているが、その学校区自身によって適切な公教育が提供できない場合には、
子どもが私立学校に入学するための費用を学校区が提供することが求められる５７。親が学校区と
の合意を待たずに、一方的にその子どもを私立学校に入学させ、その費用の賠償を学校区に対し
て求めるという訴訟は、以前から提起されており、連邦最高裁によって判断が下された１９８５年
Burlington 判決５８や、１９９３年 Carter 判決５９などが挙げられる。
Forest Grove 事件は障害者教育法１９９７年改正において、子どもが「以前に、特別教育と関連

サービスを、公的機関の権限の下で」受けていなかった場合、私立学校における教育の費用を賠
償することを全面的に禁止されたか否かが争点となった。この事件において連邦最高裁は、障害
者教育法について、学校区が無償かつ適切な公教育を提供しておらず私立学校への入学が適切で
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ある場合、その子どもが以前に公立学校を通じて特別教育や関連サービスを受けていたか否かは
関係なく、学校区に対して私立学校の費用を賠償させる権限を与えていると結論付けた。

２ Fry v. Napoleon Cmty. Sch．（２０１７）６０

学校への介助犬の同伴を拒否したことによってもたらされる心理的損害の賠償を求めて、リハ
ビリテーション法 Section５０４とADA第２編を根拠に訴訟を起こした際に、下級審判決６１では、
金銭的損害賠償の請求のみであっても、学校で同伴させるためには IEPの内容を変更すること
が必要であり、行政手続によって問題に対処されるべきであるとし、行政救済を尽くすことは必
要であると判断された。それに対して連邦最高裁は、障害者教育法以外の法に基づいて提起され
た訴訟において、求められている救済が「無償かつ適切な公教育」の拒否に対するものではない
場合、障害者教育法上の手続を尽くす必要はないとして原審に差戻している。
本判決については、それまでADAや Section５０４を根拠に救済を求めてきた障害のある子ども

にとって、障害者教育法の求める行政手続を尽くす必要があったところが、本判決によってその
不必要な手続が省かれることになったため、本判決に対して好意的な評価がある６２。

おわりに

アメリカ障害者教育法について概観してきたわけだが、１９７５年からの過程も見ても、２０２４年現
在ですでに５０年近くの議論の積み重ねがあり、日本にとっても参考になる部分は多いように思わ
れる。日本は、２０１４年に障害者権利条約を批准し、それに伴う形で、障害のある子どもの教育に
ついても、様々な制度の変更がなされた。わかりやすいところでは、２００７年に学校教育法が改正
され特別支援教育が導入されている。また、２０１３年には学校教育法施行規則も改正され、それま
で障害のある子どもは、原則特別支援学校に入学するように規定されていたところから変化し、
障害のある子どもについても、原則通常学級に入学すると規定されるようになっている６３。ま
た、障害者教育法の規定に近いものとしては、２００８年（平成２０年公示）の小中学校学習指導要領、
２００９年（平成２１年）公示の高等学校学習指導要領に明示がなされ、２０１８年の改正により学校教育
法施行規則６４にも記載された「個別の学習支援計画」の作成は、障害者教育法にある IEPに近い
ものと見ることができる。
一方で、２０２２年９月に発表された、国連障害者権利委員会による日本に対する１回目の総括所

見６５では、障害のある子どもの教育に関する領域において、インクルーシブ教育に関する部分な
ど、厳しい指摘も目に付く内容となっている６６。日本においては近年でも、障害のある子どもに
対する教育の内容、サービスについて争われる裁判も数多い６７。
日本では憲法２６条において、教育一般について「その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権

利を有する」とされ、当然障害のある子どももその対象となる。しかし、実態として、障害のあ
る子どもに対する教育が「その能力に応じて、ひとし」いものであるかは、疑わしい部分も多い。
幸福追求権について定める憲法１３条や、法の下の平等について定める１４条なども含めて、憲法上
の議論として深めていく必要がある６８。
別府大学の創立者である佐藤義詮の言葉に「憲法の条文を覚えているよりも、日常生活で人間

を尊重出来ることの方がより憲法的である」というものがある６９。その言葉を借りれば、いかに
その子どもを尊重することができるか、ということが、障害のある子どもの教育を受ける権利に
ついては重要な要素である。アメリカ障害者教育法における議論は、日本の議論においても、多
くの示唆を与えるものである。
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本論文は、科学研究費助成金（令和４年度～令和７年度基盤研究（C）（一般）「アメリカと日
本における発達障害のある子どもの教育を受ける権利と法について」（２２K０１１６９）に基づく研究
成果の一部をなすものである。

注

１ Pub. L. No.９４―１４２,２０U.S.C. §§１４００―１４８２．
２ See, Kathryn Dobel, Representing Rachel, ５UC DAVIS J. JUV. L. & POL’Y２１９（２００１）．１９９０年に制定された

ADAの用語法と合致させるなどの改正がなされた。
３ 高等教育については拙稿「アメリカにおける発達障害と高等教育における配慮の合理性に関する法的基準」

別府大学紀要５７号２９頁（２０１６）参照。
４ Luna Perez v. Sturgis Public Schools,５９８U.S.１４２（２０２３）．
５ Endrew F. v. Douglas Cnty. Sch. Dist. RE-１，１３７S. Ct.９８８（２０１７）．
６ Fry v. Napoleon Cmty. Sch.,１３７S. Ct.７４３（２０１７）．
７ See, Note, Enforcing the Right to an “Appropriate” Education: The Education for All Handicapped Children

Act of１９７５, ９２HARV. L. REV１１０３，１１０９（１９７９），e.g., Epperson v. Arkansas，３９３U.S．９７，１０４（１９６８）．
８ 藤本典裕「初等中等教育法成立過程の研究―アメリカ連邦政府教育補助金の教育的意義―」東京大学教育学

部紀要２５号２７４頁（１９８５）。
９ Pub. L. No．８９―１０．
１０ １９１７年には傷痍軍人などに対する職業リハビリテーションのために連邦予算を支出するスミス・ヒューズ法

が制定されている。The Smith-Hughes Act, Pub. L. No．６４―２４７．
１１ Pub. L. No．９３―１１２．
１２ Section５０４には、「合衆国において、第７条（６）で定められた障害のあるいかなる個人も、単に障害者とい

う理由で、連邦政府の財政援助を伴ういかなる施策、ないしは事業への参加において排除されたり、その利
益を享受することを拒否されたり、ないしは差別されてはならない」とある。

１３ リハビリテーション法５０４条等との関係について、拙稿「障害者教育法と連邦制」関東学院大学法学研究所
ジュリスコンサルタス２３号（２０１５）７５頁参照。

１４ Pennsylvania Ass’n for Retarded Children v. Commonwealth, ３３４ F. Supp. １２５７（E.D. Pa．１９７１），３４３ F.
Supp．２７９（E.D. Pa．１９７２）．

１５ Mills v. Board of Educ.,３４８F. Supp．８６６（D.D.C．１９７２）．
１６ PARC判決とMills 判決については拙稿「アメリカ障害者教育法成立と背景に関する一考察」同志社法学３１０

号（２００６）９３頁参照。
１７ 当時、ペンシルベニア州は、州法によって、教育の提供について定めていた。しかし、同じ州法の中で、そ

の教育から利益を受けられない子どもに関しては、例外として入学を拒否できるよう定められていた。Pa.
Stat. Ann. tit．２４，§１３―１３３０（２）．

１８ 現在は「intellectual disability（知的障害）」といった表現が用いられる。
１９ ３３４F. Supp. at１２５９，Ⅱ―６．
２０ ３３４F. Supp. at１２５９，Ⅱ―７．
２１ See, Note, Enforcing the Right to an “Appropriate” Education: The Education for All Handicapped Children

Act of １９７５, ９２HARV. L. REV １１０３，１１２０（１９７９）．インクルーシブ教育の動向について、さしあたり拙稿「障
害のある子どものインクルーシブ教育を受ける権利について日本の現状と課題」別府大学紀要６３号（２０２２）
４３頁、「教育を受ける権利と障害のある子どもについて―特別支援教育制度とインクルーシブ教育」吉田仁
美編『人権保障の現在』２３８頁（ナカニシヤ出版 ２０１３）。

２２ ３４８F. Supp．８７４―８７７．
２３ See, Note, supra note at 21．日本語文献として、内藤識「アメリカ合衆国における障害のある子どもが『無償

で適切な公教育』を受ける権利（１）：分離解消と懲戒を中心に」早稲田大学大学院法研論集１８６号（２０２３）５５頁。
２４ See, Robert L. Flanagan, Note: The Rights of Handicapped Children to an Education: The Phoenix of Ro-

driguez, ５９CORNELL L.REV．５１９,５２１（１９７４）．
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２５ See, Susan Smith Blakely, Judicial and Legislative Attitude Toward the Right to an Equal Education for
the Handicapped, ４０OHIO ST. L.J．６０３,６１４―６１６（１９７９）．

２６ Pub. L. No.８９―７５０, §１６１,８０Stat．１２０４（１９６６）, amending Pub. L. No.８９―１０，７９Stat.２７（１９６５）．
２７ Pub. L. No.９１―２３０, §§６０１―６０２,８４Stat.１７５（codified at２０U.S.C. §§１４０１―１４６１（１９７０），amending Elemen-

tary and Secondary Education Act of１９６５，TitleⅥ，８０Stat．１２０４（１９６６）．
２８ See Donald W. Keim, Legislative Notes: The Education of All Handicapped Children Act Of １９７５, １０ U.

MICH. J.L. REFORM１１０，１２０（１９７６）．
２９ Pub. L. No. ９３―３８０，TitleⅥ, §§６１１―６２１, ８８ Stat. ５７９；２０U.S.C. §§１４０１―１４６１（Supp. Ⅳ １９７４），amending

２０U.S.C. §§１４０１―１４６１（１９７０）．この法改正については、１９７２年の PARC判決、Mills 判決や、その後の州、
連邦による立法の影響があるとされる。Keim, supra note２８at１１９．

３０ ２０U.S.C. §１４１３（１２）（A）（Supp. Ⅳ１９７４）．
３１ See, Keim, supra note２８at１２０．
３２ ２０ U.S.C. §１４０１（c）（EAHCA １９７５）．条文の日本語訳は、土屋恵司 「障害者教育法（１，２完）」（立法紹

介／アメリカ）外法４号，５号（１９８４）参照。なお、筆者により条文の表記の方法を適宜変更してある。障
害者教育法は制定以来何度か改正が行われ、なかでも１９９７年改正は大きなものであったとされる。See,
Melisa C. George, A New IDEA: The Individuals with Disabilities Education Act after the １９９７ Amend-
ments, ２３ LAW & PSYCHOL. REV．９１，１０２（１９９９）．これらの法改正のなかで、法の目的についての文言の追加
もなされている。「障害のある子どもが、その特有なニーズを満たし、更なる教育や、雇用、独立した生活に
備えるために構想された特別な教育及び関連サービスを強調した無償かつ適切な公教育を受けることができ
るような状態にしておくことを保障すること（傍線・斜体などは筆者よる）」とした。このうち、「雇用、独
立した生活に備えるために」の部分が１９９７年改正で追加された。さらに２００４年改正において「更なる教育」
の文言が追加されている。２０U.S.C.１４１４（d）（１）（B）．

３３ ２０U.S.C. §１４０１（３）（A）．
３４ Schaffer v. Weast,５４６, U. S．４９，５１（２００５）．
３５ 連邦教育統計局のサイトより。

https://nces.ed.gov/programs/coe/indicator/cgg/students-with-disabilities（２０２４年１月２８日閲覧）。
３６ Congressional Research Service :The Individuals with Disabilities Education Act（IDEA）Funding: A Primer

（Updated August２９，２０１９）．
https://crsreports.congress.gov/product/pdf/R/R４４６２４（２０２４年１月２８日閲覧）。

３７ ２０U.S.C. §１４１２．
３８ ２０U.S.C. §１４１２
（a）その会計年度において本節における援助を求める資格のある州は、長官に対して、州が以下に示す条件
に合致する政策や手続を有効にしていることについて保障する文章を提出し、その計画に従う。

３９ ２０U.S.C. §１４０１（１８）
「無償かつ適切な公教育」とは、「特別な教育」及び「関連サービス」であって、
（A）公費により、公の監督・指導の下で、かつ無料で提供されてきており、
（B）州の教育機関の基準に合致し、
（C）州における関連する適切な就学前、初等又は中等の学校教育を含み、かつ、
（D）２０U.S.C. §１４１４（d）に基づき要求される IEP に従って提供されるもの。

４０ ２０U.S.C. §１４１２（a）（５）
（A）適切な最大限度まで、障害のある子どもが公立又は私立の施設その他の福祉施設の児童を含めて、障害
のない児童と一緒に、教育を受けること並びに特殊学級、分離した学校教育その他の通常の教育環境から
の障害のある子どもの隔離措置は、その障害の性質又は程度が、補助となる道具やサービスを利用しても
通常での学級での教育を十分に達成できないほどであるときに初めて、とられるものであること、を保証
する手続。

４１ ２０U.S.C. §１４１２（a）（４）．
２０U.S.C. §１４１４（d）（１）（A）
（ⅰ）「個別教育プログラム」とは、本章に従って障害のある子どもひとりひとりのために作成され、見直さ
れた文章をいい、以下を含む。
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（Ⅰ）当該児童の教育上の成績の現在の水準、機能的能力に関する記述。
（Ⅱ）学術的、機能的な目標を含む、測定できる一年ごとに改定される目標。
（Ⅲ）会合に向けてⅡによって説明される年間の目標に対して、どの程度子どもが進歩したのかに関して測定

がなされ、子どもの進歩に関する定期的なレポートが会合に向けて作成される際は（四半期又はその他の
定期的なレポート、レポートカードの発行を同時に使用して）、年間の目標が作成される。

（Ⅳ）子どもに又は子どもの代理に対して提供される、実用的な範囲での peer-reviewed research に基づいた、
特別教育と関連サービス、追加的補助サービス、子どもに対して提供されるプログラムの変更や学校ス
タッフ補助に関する記述。

（Ⅴ）子どもが障害のない子どもと共に普通学級や活動に参加しない場合についての説明。
（Ⅶ）サービス開始、変更の日程、計画された頻度、場所、サービスや変更の期間。
障害者教育法における手続的制度について、今川奈緒「障害者教育法における手続的保護の重要性」佛教大
学社会福祉学部論集第７号１９頁（２０１１）。

４２ ２０U.S.C. §１４１２（a）（６）（A）
障害のある子どもとその親、本法１４１５条に基く手続的保障が与えられる。

４３ ２０U.S.C. §１４０１（９）．
４４ ４５８U.S.１７６（１９８２）．Rowley 判決に関して、拙稿「アメリカ障害者教育法における『無償かつ適切な公教育』

に関する一考察―Board of Education v. Rowley 判決を手がかりに―」同志社法学３１８号９７頁（２００７）参照。
４５ See, Philip William Clements, Education-Board of Education v. Rowley: The Supreme Court Takes a Con-

servative Approach to The Education of Handicapped Children. ６１N.C.L. REV.８８１（１９８３）, Laura Gangemi,
After Rowley: The Handicapped Child’s Right to an Appropriate Education, ３８U. MIAMI L. REV. ３２１, ３５６
（１９８４）, John E.B. Myers and William R. Jenson, The Meaning of “Appropriate” Educational Programming
Under the Education for All Handicapped Children Act, １９８４ S. ILL. U.L.J. ４０１, ４４０（１９８４）, Bonnie Poitras
Tucker, Board of Education of Hendrick Hudson Central School District v. Rowley :Utter Choas, １２ J.L. &
EDU．２３５,２４１（１９８３）．

４６ Rowley 判決から Endrew.F 判決までの間の議論については拙稿「障害のある子どもの教育を受ける権利：ア
メリカ障害者教育法における『無償かつ適切な公教育』について現在の解釈に関する一考察」同志社アメリ
カ研究４７号５１頁（２０１１）参照。

４７ Cedar Rapids Community School District v. Garret F.,５２６U.S.６６（１９９９）．Garret F．判決について、拙稿「ア
メリカ障害者教育法における『関連サービス』についての一考察」同志社法学３２６号（２００８）１０９頁。

４８ Endrew F. v. Douglas Cnty. Sch. Dist. RE-１，１３７S. Ct．９８８（２０１７）．日本語文献として今川奈緒「インクルー
ジョンと適切な教育―児童・生徒の状況に応じた適切な教育の保障」障害法２号（２０１８）３３頁、拙稿「アメリ
カにおける障害のある子どもの教育―障害者教育法と無償かつ適切な公教育（Free Appropriate Public Edu-
cation）」障害法３号（２０１９）５頁参照。

４９ １３７S. Ct.９８８,１０００―１００１．
５０ See, Laura McKenna, How a New Supreme Court Ruling Could Affect Special Education, Atlantic（２０１７）．

https://www.theatlantic.com/education/archive/２０１７/０３/how-a-new-supreme-court-ruling-could-affect-special-
education/５２０６６２/（２０２４年１月２８日閲覧）。

５１ 今川前掲注４１、２０頁。
５２ ２０U.S.C. §１４１５（b）（３）．
５３ ２０U.S.C. §１４１５（f）（１）（A）．
５４ ２０U.S.C. §１４１５（b）（１）．
５５ ２０U.S.C. §１４１５（g）―（j）．
５６ ５５７ U.S. ２３０、日本語文献として拙稿「アメリカ障害者教育法における『関連サービス』についての一考察」

同志社法学３２６号（２００８）８０１頁。
５７ Sch. Comm. of Burlington v. Dep’t of Educ.,４７１U.S.３５９,３７０（１９８５）．
５８ School Comm. of Burlington v. Department of Ed. of Mass.,４７１U.S.３５９（１９８５）．
５９ Burlington and Florence County School Dist. Four v. Carter,５１０U.S. ７（１９９３）．
６０ １３７ S. Ct. ７４３（２０１７）．日本語文献として青木亮祐「アメリカにおける障害者教育法と障害者差別禁止法の関

連性」明治大学大学院法学研究論集５２号（２０２０）１６３頁、拙稿「アメリカにおける障害のある子どもの教育を

Memoirs of Beppu University, 65（2024）

― ２３ ―



受ける権利とその裁判における救済について」別府大学紀要６２号（２０２１）３１頁。
６１ ２０１４. U.S. Dist. LEXIS２８５７,７８８F.３d６２２．
６２ See, Amy J. Goetz and Andrea L. Jepsen, Law and Schools: A Fresh Look at the Role of Courts in Address-

ing Problems in Education: POST-FRY IDEA AND SECTION ５０４: NEW INTERSECTIONS AND DE-
TOURS, ４４MITCHELL HAMLINE L. REV.６１４,６２７（２０１８）．

６３ 学校教育法施行令５条。
６４ 学校教育法施行規則１３４条の２。
６５ 日本の第１回政府報告に関する総括所見（仮訳）

https://www.mofa.go.jp/mofaj/files/１００４４８７２１.pdf（２０２４年１月２８日閲覧）。
６６ 総括所見の教育の部分について、今川奈緒「教育」長瀬修・川島聡・石川准編『障害者権利条約の初回対日

審査―総括所見の分析』（法律文化社 ２０２４）１７７頁。
６７ さしあたり、身体障害があり人工呼吸器が必要な子どもの、小学校特別支援学級入学について争われた２０２０

年の地裁判決（横浜地判令和２年３月１８日、判時２４８３号３頁、判例地方自治４７２号５２頁）について扱った、拙
稿「障害のある子どものインクルーシブ教育を受ける権利について日本の現状と課題」別府大学紀要６３号
（２０２２）４３頁、医療的ケアを必要とする子どもが、小中学校に通う際に、喀痰吸引などの医療的ケア等の合
理的配慮を求めた判例（名古屋地判令和２年８月１９日判時２４７８号２４頁、名古屋高判令和３年９月３日 LEX/DB
２５５９１０１２）について扱った、拙稿「日本における障害のある子どもに対する教育の現状と法制度」同志社法
学４３８号（２０２３）４３１頁。

６８ 憲法２６条２項とインクルーシブ教育、親の学校選択権について、中川明『寛容と人権』（岩波書店 ２０１３）２３７―
２３８頁、憲法１３条についての議論として、竹中勲『憲法上の自己決定権』（成文堂 ２０１０）２２１―２２３頁、憲法１４
条、２６条１項に示される平等権に基づくアプローチとして、高井裕之「ハンディキャップによる差別からの
自由」『岩波講座現代の法１４自己決定権と法』（岩波書店 １９９８）２０３頁以下。

６９ 別府大学誕生物語
https://www.beppu-u.ac.jp/general/story/（２０２４年１月２８日閲覧）。
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